
                               

議案第２９号  

 

 

 

令和４年度使用の世田谷区立中学校教科用図書の採択  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の議案を提出する。  

 

 

令和３年７月１３日  

 

 

                        （提出者）  

                        世田谷区教育委員会  

                          教育長 渡部 理枝  

 

 

 

 

 

（提案説明）  

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律及び義務教育諸学校の教科用図

書の無償措置に関する法律並びに、教科書の発行に関する臨時措置法の規定等

に基づいて、令和４年度使用の世田谷区立中学校教科用図書の採択事務処理を

適正かつ公正に行うために、採択の実施について本案を提出する。  
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３教指管第１６８号  

令和３年４月２８日  

 

 区市町村教育委員会教育長 殿 

 

東京都教育委員会教育長 

藤田 裕司 

（公印省略） 

 

 

教科書採択における公正確保の徹底及び令和４年度使用教科書の採択事務処理について（通知） 

 

 

このことについて、文部科学省から、別添（写）のとおり、教科書採択における公正確保の徹底及び令和

４年度使用教科書の採択事務処理に関する文書が送付されましたので通知します。 

なお、これに併せ、下記のとおり補足説明及び留意事項を付しますので、教科書採択における公正確保の

徹底等につきまして、域内の学校をはじめとする各関係者に対して通知の趣旨を改めて周知していただき、

より一層の公正確保を図っていただくとともに、採択事務につきましては、事務処理に遺漏のないようお願

いします。 

 

記 

 

１ 送付文書（写し） 

（１） 令和３年３月30日付２文科初第2012号「教科書採択における公正確保の徹底等について（通知）」

（以下「採択通知」という。） 

（２） 同日付２文科初第2011号「教科書採択の公正確保について（通知）」【別添通知】（以下「発行者

宛て通知」という。） 

（３） 同日付２初教科第67号「令和４年度使用教科書の採択事務処理について（通知）」（以下「事務処

理通知」という。） 

 

２ 教科書採択の公正確保の徹底 

（１）教科用図書選定審議会の委員又は調査員等の選任（参照：採択通知Ｐ.２「１（１）」） 

ア 教科用図書選定審議会の委員又は調査員等の選任について、教科書採択に直接の利害関係を有する

者は委員となることができないとされているが、各教育委員会や学校等において教科書の調査研究を

行う調査員等についても、教科書採択に直接の利害関係を有する者を選任することは不適当である。 

また、教科書採択に直接の利害関係を有しないまでも、特定の教科書発行者（以下「発行者」とい

う。）と関係を有する者を選任することは適当でない。 

このため、選定審議会の委員や調査員等の選任及びこれらの者が行う調査研究等に当たっては、発

行者との関係について聴取又は自己申告を求めるなど、適切な採択事務が行われるよう十分留意する

こと。 

 

・ 「教科書採択に直接の利害関係を有する者」については、別添１「義務教育諸学校の教科用図書

の無償措置に関する法律（以下「無償措置法」という。）施行規則の一部を改正する省令等の公布、

施行について」（平成28年６月20日付28文科初第432号初等中等教育局長通知）の「第一２．留意事

項」を参照すること。 
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イ 令和２年度に検定を経た教科書等の編著作者及び編集協力者に関する情報や、教師用指導書及び教

科書準拠周辺教材の執筆者に関する情報は、４月末を目途に、文部科学省及び一般社団法人教科書協

会から都教育委員会に送付される予定である。都教育委員会から区市町村教育委員会に対して別途情

報提供をするので、必要に応じて参照すること（発行者宛て通知 Ｐ.４「（教科書の編著作者及び編

集協力者並びに関連する教材の執筆者に関する情報の取扱いについて）」も併せて参照すること。）。 

 

（２）教科書見本の取扱い（参照：採択通知Ｐ.３～４「１（２）」、発行者宛て通知Ｐ.２～４、事務処理

通知Ｐ.４～５） 

  ア 発行者が各採択権者等に送付することのできる教科書見本の部数の上限等については、文部科学省

が当該発行者に通知している。 

   (ｱ) 小・中学校用教科書 

     令和３年度は、法令に基づいて、前年度と同一の教科書が採択されることとなることから、原則 

    として教科書見本は送付されない。 

ただし、教科用図書検定規則に基づき、検定審査不合格の決定の通知に係る年度の翌年度に行わ 

    れた再申請により、令和２年度の文部科学省の検定を経て新たに発行されることとなった教科書に 

ついては、採択権者からの要望がなくとも、下記部数を上限として教科書見本の送付が可能となっ 

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (ｲ) 高等学校用教科書（令和２年度に検定を経た教科書の見本） 

高等学校等については、１部を上限に発行者から送付可能となっている。 

また、採択権者からの要望があれば、中等教育学校の前期課程の数を上限として送付可能となる。 

なお、送付を希望する場合の具体的な手続については別途通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 (ｳ) 高等学校用教科書（令和元年度以前に検定を経た教科書の見本） 

令和元年度以前に教科書見本を送付していない場合には、上記(ｲ)の取扱いに準じて送付可能で 

あるが、その趣旨は、教科書採択に当たっての調査研究等の用に供するためである。既に有償で販 

売されている教科書であり、利益供与との疑念を生じさせないよう、当該年度あるいは次年度以降 

の授業等の用に供することを目的として送付を求めることのないよう注意すること。 

なお、送付を希望する場合の具体的な手続については別途通知する。 

送付先 送付部数の上限 
送付時期

（目途） 
送付元 

特別区・中核市の 

教育委員会 

教育委員会用 ８部 

４月末 

発行者 

採択地区用  ４部 特約供給所 

その他の教育委員会 

（単独採択地区） 

教育委員会用 ５部 発行者 

採択地区用  ４部 特約供給所 

その他の教育委員会 

（共同採択地区） 

教育委員会用 ５部 発行者 

採択地区用 構成市町村数＋３部 特約供給所 

教科書センター ２部 ５月末 特約供給所 

送付先 送付部数の上限 
送付時期 

（目途） 
送付元 

中等教育学校（後期課程）を所管する 

教育委員会 
１部 

４月末 発行者 

中等教育学校（後期課程） １部 

教科書センター １部 ５月末 特約供給所 
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  イ 送付時期 

令和２年度検定において合格した教科書見本は、文部科学省から発行者に対し、採択事務に支障が

ないよう教科書見本を制作し次第、４月末日（教科書センターについては５月末日）までに送付する

よう求めている。 

 

ウ 留意事項 

・ 発行者から送付される教科書見本の種類及び部数の上限は、毎年度文部科学省が発行者に通知し

ており、それを超える送付、又は採択関係者（教育委員会関係者又は校長若しくは教師を含む全て

の学校関係者その他教科書採択に関与し得る全ての者）に対する献本若しくは貸与は認められてい

ない。採択関係者から発行者に対して上限を超える送付、又は献本若しくは貸与を求めることのな

いようくれぐれも留意すること。 

・ 教科書見本と併せて、又は個別に、学習者用デジタル教科書の部分サンプルや内容解説資料その

他発行者が広く無償で配布する資料を受け取ることは差し支えない。ただし、資料の名称を問わず、

有償の商品やサービスを無償又は廉価に提供を受けるなど発行者からの不当な利益供与が禁止され

ていることにくれぐれも注意すること。 

また、「学習者用デジタル教科書」の完全見本については、紙の教科書の内容と同一であるため、

提供や貸与を受けてはならないので注意すること。 

・ 授業研究や教材研究等のための採択期間終了後における教科書見本の送付は、令和元年度からは

行われていないため、発行者に対して、教科書見本の献本又は貸与を求めることのないよう留意す

ること。 

・ 採択期間に送付された教科書見本については、採択終了後の授業研究や教材研究のために有効活

用すること。 

また、翌年度以降の採択替えの際の調査研究に支障が生じないよう、適切に保管・管理をするこ

と。 

 

（３）過当な宣伝活動等への対処・検定申請本の取扱い（参照：採択通知Ｐ.４～７「１（３）、（４）」） 

ア 採択通知１（３）の外、「教科書発行者行動規範」（以下「行動規範」という。採択通知 Ｐ.12に

ＵＲＬの掲載あり。）を参照すること。 

 

イ 各教育委員会においては、これらを十分に踏まえ、域内の学校とも情報共有をはじめ密に連携した

上で、事前に適切な措置を講ずること。その際、文部科学省の指導や行動規範等に違反する行為につ

いて、発行者に求めることのないようにすることはもとより、発行者からそういった申出があった場

合には明確に断るよう関係者への周知を徹底すること。 

 

（４）発行者との関係（参照：採択通知Ｐ.７～８「１（５）、（６）」） 

ア 質の高い教科書の実現のためには、発行者が教師等から意見を聴取したり、両者が連携して授業研

究等を行うことは大きな意義を持つ。 

一方で、仮に教師等と発行者の認識が、教科書の著作・編集活動あるいは授業研究や教材研究等の

一環であったとしても、地域住民等から見れば教科書採択の公正性・透明性に疑念を生じさせるもの

と受け止められかねないことから、全ての学校・教師等に対して、利害関係者との接触に当たり、法

令の外、貴委員会の条例・規則等に従う必要がある旨を周知徹底すること。 

 

イ 発行者による不適切な行為が確認された場合には、速やかにその所属する学校・教育委員会等に報

告するよう、全ての教師等に対して指導するとともに、報告を受けた教育委員会は、その行為が教科

書採択の公正性・透明性に疑念を生じさせるものである場合は、東京都教育庁指導部管理課教科書担
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当宛てに速やかに報告を行うこと。 

 

３ 教科書採択方法の改善（参照：採択通知 Ｐ.８～11） 

（１）採択権者の判断と責任及び教科書採択に関する情報の公表 

ア 義務教育諸学校においては、教科書を採択したとき、遅滞なく採択結果、採択理由その他の事項（教

科書調査研究資料等）を公表するよう努めるものとされている（無償措置法第15条、無償措置法施行

規則第７条）。 

 

イ 毎年度文部科学省が実施する「採択関係状況調査」の結果が「採択通知」に別添資料として添付さ

れているが、貴委員会の状況を確認の上、特に以下の２点について、更に十分な取組がされるよう、

採択手続の適正化に努めること。 

・ 採択基準、採択結果及び採択理由等、教科書採択に関する情報の積極的な公表に取り組み、採択

に関する説明責任を果たすこと。 

・ 教育長及び教育委員が十分に時間的余裕を持って教科書見本を閲覧し、その内容について適時吟

味することができるよう、教科書見本を適切に提供し、十分活用すること。 

 

４ 採択に当たっての留意事項について（参照：事務処理通知 Ｐ.２～３） 

（１）中学校用教科書の採択について 

令和３年度においては、無償措置法第14条の規定に基づき、無償措置法施行規則第６条各号に掲げ 

る場合を除いて、令和２年度と同一の教科書を採択することとなるが、自由社の「新しい歴史教科書」

について、検定審査不合格の決定の通知に係わる年度の翌年度に行われた再申請により、令和２年度に

文部科学大臣の検定を経て新たに発行されることとなったことから、無償措置法施行規則第６条第３号

により採択替えを行うことも可能である。 

 その際、以下の事項に留意すること。 

・ 採択替えを行うことができるのは、新たに発行されることとなった教科書の種目のみであり、その

他の種目の教科書について、採択替えを行うことはできないこと。 

・ 採択替えを行うか否かは、採択権者の判断によるべきものであること。その際、都教育委員会にお

いて行う新たに発行されることとなった図書についての調査研究の結果のほか、令和２年度における

採択の理由や検討の経緯及び内容等を踏まえて判断することも考えられること。 

・ 新たに発行されることとなった教科書の種目の全ての教科書について、採択権者において改めて調

査研究等を行った結果、採択している教科書又は新たに発行されることとなった教科書以外の教科書

に採択替えすることも可能であること。 

・ 上記を含めて採択替えを行う場合には、無償措置法の規定の趣旨に則り、教科書採択の公正性・透

明性を確保する観点から，採択結果及びその理由をはじめとする教科書の採択に関する情報の積極的

な公表に取り組み、採択に関する説明責任を果たすことが必要であること。 

・ 採択替え後の教科書を採択する期間は，同一の教科書を採択しなければならない期間として無償措

置法施行令第15条第１項に規定する４年間から採択替え前の期間を控除した期間であること。 

 

５ 都教育委員会における令和３年度の調査研究に関する日程（予定） 

中学校については、上記４に記載の新たに発行される図書について調査研究を行うとともに、都立小学

校、都立中学校・中等教育学校（前期課程）用教科書の調査研究、都立特別支援学校（中学部）用教科

書の調査研究を行う。さらに、学校教育法附則第９条第１項の規定による、特別支援学校等で教科書と

して使用する一般図書についても調査研究を行う。 
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【都教育委員会における調査研究に関する日程（予定）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上の表における「審議会」とは「東京都教科用図書選定審議会」を指す。 

※ここでは、都教育委員会の業務のうち、他の採択権者への指導・助言・援助に関連する内容のみ記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時期（予定） 中学校用教科書・附則９条本 

４月 12日 ・審議会①答申（採択方針） 

22日 ・教育委員会への報告（審議会①） 

～末日 ・中学校用教科書見本の受領 

・調査研究開始 

５月 上旬 ・調査研究資料の作成開始 

 末日 ・審議会②答申（調査研究資料） 

６月 中旬 ・教育委員会への報告（審議会②） 

・調査研究資料（ＰＤＦ版）の公開 

（都教育委員会ホームページ） 

＜連絡先＞ 

東京都教育庁指導部管理課 教科書担当 利根川 

電話 ：０３－５３２０－６８３４ 

メール：Yasuhiro_Tonegawa@member.metro.tokyo.jp 

＜連絡先＞ 


